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●意見内容
１．標準審理期間を設定すべきである。
  また、その設定に際しては、実効性が担保される措置を講じなければならない。
２．審査請求期間を６ヶ月に延長すべきである。

●理由（可能であれば、根拠となる資料等を添付してください）
１．標準審理期間を設定すべきである。
  また、その設定に際しては、実効性が担保される措置を講じなければならない。
（１）標準審理期間がないことにより審理の迅速性が損なわれかねず、審査請求人は長
期間にわたり法的に不安定な立場に置かれることになる。したがって、審理を迅速
化するために、標準審理期間を設定すべきである。
（２）標準審理期間を設定しても、その期間はあくまでも目安であるため、実効性が担
  保されているわけではない。そこで、実効性が担保される措置を講じなければなら
ない。具体的には、次のような措置が考えられる。
  ① 標準審理期間を経過する場合は、審査請求人に経過することになる理由を開示
する。

  ② 一定の期間が経過するごとに、審査請求人に審理の進捗状況および裁決にまだ
至らない理由を開示する。

２．審査請求期間を６ヶ月に延長すべきである。
  国民の権利利益の救済拡大のためには、事案の難易度等に応じて、審査請求と訴訟
とを比較してより適切な手段を選択できるようにし、かつ、その選択のための期間が
十分に確保されなければならない。そのためには、審査請求期間を取消訴訟の出訴期
間と同じく６ヶ月とすることにより、出訴期間が経過するまで、審査請求をするか訴
訟をするかを選択できるようにすべきである。
  なお、不服申立て前置主義の一元化を強制すべきではなく選択制にすべきであると
いう観点から、異議申立ての期間も６ヶ月とすべきである。
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